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注 救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の

軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項に

つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険

医療機関に入院している患者（第１節の入院基本

料（特別入院基本料等を除く。）又は第３節の特

定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定で

きるものを現に算定している患者に限る。）につ

いて、入院初日に限り所定点数に加算する。

第３節 特定入院料 第３節 特定入院料

区分 区分

Ａ３００ 救命救急入院料（１日につき） Ａ３００ 救命救急入院料（１日につき）

１～４ （略） １～４ （略）

注１～６ （略） 注１～６ （略）

７ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、 ７ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、

第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の 第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の

うち次に掲げるものは、救命救急入院料に含ま うち次に掲げるものは、救命救急入院料に含ま

れるものとする。 れるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療

加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送 加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送

入院加算、医師事務作業補助体制加算（特定 入院加算、医師事務作業補助体制加算（特定

機能病院の病棟にあっては、医師事務作業補 機能病院の病棟にあっては、医師事務作業補

助体制加算２を除く。）、地域加算、離島加 助体制加算２を除く。）、地域加算、離島加

算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、 算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、

患者サポート体制充実加算、 褥 瘡ハイリス 患者サポート体制充実加算、 褥 瘡ハイリス
じよくそう じよくそう

ク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算２、 ク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算２、

データ提出加算、入退院支援加算（１のイ及 データ提出加算、入退院支援加算（１のイ及

び３に限る。）、認知症ケア加算、せん妄ハ び３に限る。）、認知症ケア加算及び精神疾

イリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加 患診療体制加算を除く。）

算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保
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加算を除く。）

ハ～チ （略） ハ～チ （略）

Ａ３０１ 特定集中治療室管理料（１日につき） Ａ３０１ 特定集中治療室管理料（１日につき）

１～４ （略） １～４ （略）

注１・２ （略） 注１・２ （略）

３ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、 ３ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、

第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の 第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の

うち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料 うち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料

に含まれるものとする。 に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療

加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送 加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送

入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域 入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域

加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算 加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算

、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感 、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感

染防止対策加算、患者サポート体制充実加算 染防止対策加算、患者サポート体制充実加算

、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤 、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤
じよくそう じよくそう

業務実施加算２、データ提出加算、入退院支 業務実施加算２、データ提出加算、入退院支

援加算（１のイ及び３に限る。）、認知症ケ 援加算（１のイ及び３に限る。）、認知症ケ

ア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精 ア加算及び精神疾患診療体制加算を除く。）

神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び

地域医療体制確保加算を除く。）

ハ～チ （略） ハ～チ （略）

４ （略） ４ （略）

５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し （新設）

ているものとして地方厚生局長等に届け出た病

室に入院している患者に対して、入室後早期か

ら経腸栄養等の必要な栄養管理を行った場合に

、早期栄養介入管理加算として、入室した日か

ら起算して７日を限度として400点を所定点数

に加算する。
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Ａ３０１－２ ハイケアユニット入院医療管理料（１日につき） Ａ３０１－２ ハイケアユニット入院医療管理料（１日につき）

１・２ （略） １・２ （略）

注１ （略） 注１ （略）

２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、 ２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、

第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の 第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の

うち次に掲げるものは、ハイケアユニット入院 うち次に掲げるものは、ハイケアユニット入院

医療管理料に含まれるものとする。 医療管理料に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療

加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送 加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送

入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域 入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域

加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算 加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算

、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感 、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感

染防止対策加算、患者サポート体制充実加算 染防止対策加算、患者サポート体制充実加算

、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤 、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、データ提
じよくそう じよくそう

業務実施加算２、データ提出加算、入退院支 出加算、入退院支援加算（１のイ及び３に限

援加算（１のイ及び３に限る。）、認知症ケ る。）、認知症ケア加算及び精神疾患診療体

ア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精 制加算を除く。）

神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び

地域医療体制確保加算を除く。）

ハ～チ （略） ハ～チ （略）

Ａ３０１－３ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料（１日につき Ａ３０１－３ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料（１日につき

） （略） ） （略）

注１ （略） 注１ （略）

２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、 ２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、

第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の 第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の

うち次に掲げるものは、脳卒中ケアユニット入 うち次に掲げるものは、脳卒中ケアユニット入

院医療管理料に含まれるものとする。 院医療管理料に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療

加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送 加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
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入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域 入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域

加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算 加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算

、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患 、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患

者サポート体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク 者サポート体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク
じよくそう じよくそう

患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算２、デ 患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算２、デ

ータ提出加算、入退院支援加算（１のイ及び ータ提出加算、入退院支援加算（１のイ及び

３に限る。）、認知症ケア加算、せん妄ハイ ３に限る。）、認知症ケア加算及び精神疾患

リスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算 診療体制加算を除く。）

、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加

算を除く。）

ハ～チ （略） ハ～チ （略）

Ａ３０１－４ 小児特定集中治療室管理料（１日につき） Ａ３０１－４ 小児特定集中治療室管理料（１日につき）

１・２ （略） １・２ （略）

注１ （略） 注１ （略）

２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、 ２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、

第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の 第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の

うち次に掲げるものは、小児特定集中治療室管 うち次に掲げるものは、小児特定集中治療室管

理料に含まれるものとする。 理料に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療

加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補 加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補

助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全 助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全

対策加算、感染防止対策加算、患者サポート 対策加算、感染防止対策加算、患者サポート

体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加 体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加
じよくそう じよくそう

算、病棟薬剤業務実施加算２、データ提出加 算、病棟薬剤業務実施加算２、データ提出加

算、入退院支援加算（１のイ及び３に限る。 算、入退院支援加算（１のイ及び３に限る。

）、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加 ）及び精神疾患診療体制加算を除く。）

算及び地域医療体制確保加算を除く。）

ハ～チ （略） ハ～チ （略）

Ａ３０２ 新生児特定集中治療室管理料（１日につき） Ａ３０２ 新生児特定集中治療室管理料（１日につき）

１・２ （略） １・２ （略）
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注１ （略） 注１ （略）

２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、 ２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、

第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の 第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の

うち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室 うち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室

管理料に含まれるものとする。 管理料に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療

加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補 加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補

助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全 助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全

対策加算、感染防止対策加算、患者サポート 対策加算、感染防止対策加算、患者サポート

体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加 体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加
じよくそう じよくそう

算、病棟薬剤業務実施加算２、データ提出加 算、病棟薬剤業務実施加算２、データ提出加

算、入退院支援加算（１のイ及び３に限る。 算及び入退院支援加算（１のイ及び３に限る

）、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保 。）を除く。）

加算を除く。）

ハ～チ （略） ハ～チ （略）

Ａ３０３ 総合周産期特定集中治療室管理料（１日につき） Ａ３０３ 総合周産期特定集中治療室管理料（１日につき）

１・２ （略） １・２ （略）

注１ （略） 注１ （略）

２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、 ２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、

第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の 第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の

うち次に掲げるものは、総合周産期特定集中治 うち次に掲げるものは、総合周産期特定集中治

療室管理料（チにあっては新生児集中治療室管 療室管理料（チにあっては新生児集中治療室管

理料に限り、トにあっては母体・胎児集中治療 理料に限り、トにあっては母体・胎児集中治療

室管理料に限る。）に含まれるものとする。 室管理料に限る。）に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療

加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送 加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送

入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域 入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域

加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防 加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防

止対策加算、患者サポート体制充実加算、 止対策加算、患者サポート体制充実加算、
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褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業
じよくそう じよくそう

務実施加算２、データ提出加算、入退院支援 務実施加算２、データ提出加算、入退院支援

加算（１のイ及び３に限る。）、精神疾患診 加算（１のイ及び３に限る。）及び精神疾患

療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療 診療体制加算を除く。）

体制確保加算を除く。）

ハ～リ （略） ハ～リ （略）

Ａ３０３－２ 新生児治療回復室入院医療管理料（１日につき） Ａ３０３－２ 新生児治療回復室入院医療管理料（１日につき）

（略） （略）

注１ （略） 注１ （略）

２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、 ２ 第１章基本診療料並びに第２章第３部検査、

第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の 第６部注射、第９部処置及び第13部病理診断の

うち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院 うち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院

医療管理料に含まれるものとする。 医療管理料に含まれるものとする。

イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療

加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補 加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補

助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全 助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全

対策加算、感染防止対策加算、患者サポート 対策加算、感染防止対策加算、患者サポート

体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加 体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加
じよくそう じよくそう

算、データ提出加算、入退院支援加算（１の 算、データ提出加算及び入退院支援加算（１

イ及び３に限る。）、排尿自立支援加算及び のイ及び３に限る。）を除く。）

地域医療体制確保加算を除く。）

ハ～チ （略） ハ～チ （略）

Ａ３０４ （略） Ａ３０４ （略）

Ａ３０５ 一類感染症患者入院医療管理料（１日につき） Ａ３０５ 一類感染症患者入院医療管理料（１日につき）

１・２ （略） １・２ （略）

注１ （略） 注１ （略）

２ 第１章基本診療料並びに第２章第９部処置及 ２ 第１章基本診療料並びに第２章第９部処置及

び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、一 び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、一

類感染症患者入院医療管理料に含まれるものと 類感染症患者入院医療管理料に含まれるものと

する。 する。
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イ （略） イ （略）

ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療 ロ 入院基本料等加算（臨床研修病院入院診療

加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送 加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送

入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域 入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域

加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防 加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防

止対策加算、患者サポート体制充実加算、 止対策加算、患者サポート体制充実加算、

褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、データ提出 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、データ提出
じよくそう じよくそう

加算、入退院支援加算（１のイに限る。）、 加算及び入退院支援加算（１のイに限る。）

排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算 を除く。）

を除く。）

ハ～ホ （略） ハ～ホ （略）

Ａ３０６ 特殊疾患入院医療管理料（１日につき） （略） Ａ３０６ 特殊疾患入院医療管理料（１日につき） （略）

注１～４ （略） 注１～４ （略）

５ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加 ５ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加 算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加

算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体 算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体

制加算、超重症児（者）入院診療加算・準超重 制加算、超重症児（者）入院診療加算・準超重

症児（者）入院診療加算、地域加算、離島加算 症児（者）入院診療加算、地域加算、離島加算

、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者 、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者

サポート体制充実加算、データ提出加算、入退 サポート体制充実加算、データ提出加算、入退

院支援加算（１のロ及び２のロに限る。）、認 院支援加算（１のロ及び２のロに限る。）、認

知症ケア加算、排尿自立支援加算並びに除外薬 知症ケア加算並びに除外薬剤・注射薬の費用を

剤・注射薬の費用を除く。）は、特殊疾患入院 除く。）は、特殊疾患入院医療管理料に含まれ

医療管理料に含まれるものとする。 るものとする。

Ａ３０７ 小児入院医療管理料（１日につき） Ａ３０７ 小児入院医療管理料（１日につき）

１～５ （略） １～５ （略）

注１～４ （略） 注１～４ （略）

５ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加 ５ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加

算並びに当該患者に対して行った第２章第２部 算並びに当該患者に対して行った第２章第２部

第２節在宅療養指導管理料、第３節薬剤料、第 第２節在宅療養指導管理料、第３節薬剤料、第

４節特定保険医療材料料、第５部投薬、第６部 ４節特定保険医療材料料、第５部投薬、第６部
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注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線 注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線

治療及び第13部第２節病理診断・判断料の費用 治療及び第13部第２節病理診断・判断料の費用

並びに第２節に規定する臨床研修病院入院診療 並びに第２節に規定する臨床研修病院入院診療

加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院 加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院

診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症 診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症

児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院 児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院

診療加算、地域加算、離島加算、小児療養環境 診療加算、地域加算、離島加算、小児療養環境

特別加算、緩和ケア診療加算、がん拠点病院加 特別加算、緩和ケア診療加算、がん拠点病院加

算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患 算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患

者サポート体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患 者サポート体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患
じよくそう じよくそう

者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算 者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算

（１のイ及び３に限る。）、精神疾患診療体制 （１のイ及び３に限る。）及び精神疾患診療体

加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保 制加算を除く。）は、小児入院医療管理料１及

加算を除く。）は、小児入院医療管理料１及び び小児入院医療管理料２に含まれるものとする

小児入院医療管理料２に含まれるものとする。 。

６ 診療に係る費用（注２から注４までに規定す ６ 診療に係る費用（注２から注４までに規定す

る加算並びに当該患者に対して行った第２章第 る加算並びに当該患者に対して行った第２章第

２部第２節在宅療養指導管理料、第３節薬剤料 ２部第２節在宅療養指導管理料、第３節薬剤料

、第４節特定保険医療材料料、第５部投薬、第 、第４節特定保険医療材料料、第５部投薬、第

６部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放 ６部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放

射線治療及び第13部第２節病理診断・判断料の 射線治療及び第13部第２節病理診断・判断料の

費用並びに第２節に規定する臨床研修病院入院 費用並びに第２節に規定する臨床研修病院入院

診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急 診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急

入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超 入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超

重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者） 重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）

入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養 入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養

環境特別加算、医療安全対策加算、感染防止対 環境特別加算、医療安全対策加算、感染防止対

策加算、患者サポート体制充実加算、 褥 瘡ハ 策加算、患者サポート体制充実加算、 褥 瘡ハ
じよくそう じよくそう

イリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退 イリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退

院支援加算（１のイ及び３に限る。）、精神疾 院支援加算（１のイ及び３に限る。）及び精神

患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医 疾患診療体制加算を除く。）は、小児入院医療
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療体制確保加算を除く。）は、小児入院医療管 管理料３及び小児入院医療管理料４に含まれる

理料３及び小児入院医療管理料４に含まれるも ものとする。

のとする。

７ 診療に係る費用（注２から注４までに規定す ７ 診療に係る費用（注２から注４までに規定す

る加算並びに当該患者に対して行った第２章第 る加算並びに当該患者に対して行った第２章第

２部第２節在宅療養指導管理料、第３節薬剤料 ２部第２節在宅療養指導管理料、第３節薬剤料

、第４節特定保険医療材料料、第５部投薬、第 、第４節特定保険医療材料料、第５部投薬、第

６部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放 ６部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放

射線治療及び第13部第２節病理診断・判断料の 射線治療及び第13部第２節病理診断・判断料の

費用並びに第２節に規定する臨床研修病院入院 費用並びに第２節に規定する臨床研修病院入院

診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急 診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急

入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超 入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超

重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者） 重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）

入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養 入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養

環境特別加算、強度行動障害入院医療管理加算 環境特別加算、強度行動障害入院医療管理加算

、摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加 、摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加

算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実 算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実

加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、データ 加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、データ
じよくそう じよくそう

提出加算、入退院支援加算（１のイ及び３に限 提出加算、入退院支援加算（１のイ及び３に限

る。）、精神疾患診療体制加算（精神病棟を除 る。）及び精神疾患診療体制加算（精神病棟を

く。）及び排尿自立支援加算を除く。）は、小 除く。）を除く。）は、小児入院医療管理料５

児入院医療管理料５に含まれるものとする。 に含まれるものとする。

Ａ３０８ 回復期リハビリテーション病棟入院料（１日につき） Ａ３０８ 回復期リハビリテーション病棟入院料（１日につき）

１～６ （略） １～６ （略）

注１・２ （略） 注１・２ （略）

３ 診療に係る費用（注２及び注４に規定する加 ３ 診療に係る費用（注２及び注４に規定する加

算、当該患者に対して行った第２章第１部医学 算、当該患者に対して行った第２章第１部医学

管理等の区分番号Ｂ００１の10に掲げる入院栄 管理等の区分番号Ｂ００１の10に掲げる入院栄

養食事指導料（回復期リハビリテーション病棟 養食事指導料（回復期リハビリテーション病棟

入院料１を算定するものに限る。）、第２部在 入院料１を算定するものに限る。）、第２部在

宅医療、第７部リハビリテーションの費用（別 宅医療、第７部リハビリテーションの費用（別
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に厚生労働大臣が定める費用を除く。）、第２ に厚生労働大臣が定める費用を除く。）、第２

節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師 節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師

事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、 事務作業補助体制加算（一般病棟に限る。）、

医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サ 地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染

ポート体制充実加算、データ提出加算、入退院 防止対策加算、患者サポート体制充実加算、デ

支援加算（１のイに限る。）、認知症ケア加算 ータ提出加算、入退院支援加算（１のイに限る

、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、 。）、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算

区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓、区分番号 、区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓、区分番

Ｊ０４２に掲げる腹膜灌流、区分番号Ｊ４００ 号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌流、区分番号Ｊ４０
かん かん

に掲げる特定保険医療材料（区分番号Ｊ０３８ ０に掲げる特定保険医療材料（区分番号Ｊ０３

に掲げる人工腎臓又は区分番号Ｊ０４２に掲げ ８に掲げる人工腎臓又は区分番号Ｊ０４２に掲

る腹膜灌流に係るものに限る。）並びに除外薬 げる腹膜灌流に係るものに限る。）並びに除外
かん かん

剤・注射薬の費用を除く。）は、回復期リハビ 薬剤・注射薬の費用を除く。）は、回復期リハ

リテーション病棟入院料に含まれるものとする ビリテーション病棟入院料に含まれるものとす

。 る。

４ （略） ４ （略）

Ａ３０８－２ （略） Ａ３０８－２ （略）

Ａ３０８－３ 地域包括ケア病棟入院料（１日につき） Ａ３０８－３ 地域包括ケア病棟入院料（１日につき）

１～８ （略） １～８ （略）

注１～３ （略） 注１～３ （略）

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た病 ているものとして地方厚生局長等に届け出た病

棟又は病室に入院している患者については、看 棟又は病室に入院している患者については、看

護補助者配置加算として、１日につき160点を 護補助者配置加算として、１日につき150点を

所定点数に加算する。 所定点数に加算する。

５ （略） ５ （略）

６ 診療に係る費用（注３から注５まで及び注７ ６ 診療に係る費用（注３から注５まで及び注７

に規定する加算、第２節に規定する臨床研修病 に規定する加算、第２節に規定する臨床研修病

院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、 院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、

医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加 医師事務作業補助体制加算（一般病棟に限る。

算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患 ）、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、
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者サポート体制充実加算、データ提出加算、入 感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算

退院支援加算（１のイに限る。）、認知症ケア 、データ提出加算、入退院支援加算（１のイに

加算、薬剤総合評価調整加算並びに排尿自立支 限る。）、認知症ケア加算並びに薬剤総合評価

援加算、第２章第２部在宅医療、区分番号Ｈ０ 調整加算、第２章第２部在宅医療、区分番号Ｈ

０４に掲げる摂食機能療法、区分番号Ｊ０３８ ００４に掲げる摂食機能療法、区分番号Ｊ０３

に掲げる人工腎臓、区分番号Ｊ０４２に掲げる ８に掲げる人工腎臓、区分番号Ｊ０４２に掲げ

腹膜灌流、区分番号Ｊ４００に掲げる特定保険 る腹膜灌流、区分番号Ｊ４００に掲げる特定保
かん かん

医療材料（区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓 険医療材料（区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎

又は区分番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌流に係る 臓又は区分番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌流に係
かん かん

ものに限る。）、第10部手術、第11部麻酔並び るものに限る。）、第10部手術、第11部麻酔並

に除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は、地域 びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は、地

包括ケア病棟入院料１、地域包括ケア入院医療 域包括ケア病棟入院料１、地域包括ケア入院医

管理料１、地域包括ケア病棟入院料２、地域包 療管理料１、地域包括ケア病棟入院料２、地域

括ケア入院医療管理料２、地域包括ケア病棟入 包括ケア入院医療管理料２、地域包括ケア病棟

院料３、地域包括ケア入院医療管理料３、地域 入院料３、地域包括ケア入院医療管理料３、地

包括ケア病棟入院料４及び地域包括ケア入院医 域包括ケア病棟入院料４及び地域包括ケア入院

療管理料４に含まれるものとする。 医療管理料４に含まれるものとする。

７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た病 ているものとして地方厚生局長等に届け出た病

棟又は病室に入院している患者については、看 棟又は病室に入院している患者については、看

護職員夜間配置加算として、１日（別に厚生労 護職員夜間配置加算として、１日（別に厚生労

働大臣が定める日を除く。）につき65点を所定 働大臣が定める日を除く。）につき55点を所定

点数に加算する。 点数に加算する。

８ （略） ８ （略）

９ 注１に規定する保険医療機関以外の保険医療 （新設）

機関であって、注１に規定する地域包括ケア病

棟入院料の施設基準のうち別に厚生労働大臣が

定めるもののみに適合しなくなったものとして

地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病

棟に入院している患者については、地域包括ケ

ア病棟特別入院料として、所定点数の100分の9
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0に相当する点数を算定する。

Ａ３０９ 特殊疾患病棟入院料（１日につき） Ａ３０９ 特殊疾患病棟入院料（１日につき）

１・２ （略） １・２ （略）

注１～４ （略） 注１～４ （略）

５ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加 ５ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加 算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加

算、医師事務作業補助体制加算（50対１補助体 算、超重症児（者）入院診療加算・準超重症児

制加算、75対１補助体制加算又は100対１補助 （者）入院診療加算、地域加算、離島加算、医

体制加算に限る。）、超重症児（者）入院診療 療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポ

加算・準超重症児（者）入院診療加算、地域加 ート体制充実加算、データ提出加算、入退院支

算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対 援加算（１のロ及び２のロに限る。）並びに認

策加算、患者サポート体制充実加算、データ提 知症ケア加算並びに除外薬剤・注射薬の費用を

出加算、入退院支援加算（１のロ及び２のロに 除く。）は、特殊疾患病棟入院料に含まれるも

限る。）、認知症ケア加算並びに排尿自立支援 のとする。

加算並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。）

は、特殊疾患病棟入院料に含まれるものとする

。

Ａ３１０ 緩和ケア病棟入院料（１日につき） Ａ３１０ 緩和ケア病棟入院料（１日につき）

１・２ （略） １・２ （略）

注１・２ （略） 注１・２ （略）

３ 診療に係る費用（注２に規定する加算、第２ ３ 診療に係る費用（注２に規定する加算、第２

節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産 節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産

婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加 婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加

算、地域加算、離島加算、がん拠点病院加算、 算、地域加算、離島加算、がん拠点病院加算、

医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サ 医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サ

ポート体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケ ポート体制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケ
じよくそう じよくそう

ア加算、データ提出加算、入退院支援加算（１ ア加算、データ提出加算及び入退院支援加算（

のイに限る。）及び排尿自立支援加算、第２章 １のイに限る。）、第２章第２部第２節在宅療

第２部第２節在宅療養管理指導料、第３節薬剤 養管理指導料、第３節薬剤料、第４節特定保険

料、第４節特定保険医療材料料及び第12部放射 医療材料料及び第12部放射線治療、退院時に当

線治療、退院時に当該指導管理を行ったことに 該指導管理を行ったことにより算定できる区分
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より算定できる区分番号Ｃ１０８に掲げる在宅 番号Ｃ１０８に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導

悪性腫瘍等患者指導管理料、区分番号Ｃ１０８ 管理料、区分番号Ｃ１０８－２に掲げる在宅悪

－２に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 性腫瘍患者共同指導管理料及び区分番号Ｃ１０

及び区分番号Ｃ１０９に掲げる在宅寝たきり患 ９に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料並

者処置指導管理料並びに除外薬剤・注射薬の費 びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は、緩

用を除く。）は、緩和ケア病棟入院料に含まれ 和ケア病棟入院料に含まれるものとする。

るものとする。

Ａ３１１ 精神科救急入院料（１日につき） Ａ３１１ 精神科救急入院料（１日につき）

１・２ （略） １・２ （略）

注１ （略） 注１ （略）

２ 診療に係る費用（注３から注５までに規定す ２ 診療に係る費用（注３から注５までに規定す

る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診 る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算 療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算

、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科 、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科

措置入院退院支援加算、精神科応急入院施設管 措置入院退院支援加算、精神科応急入院施設管

理加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全 理加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全

対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体 対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体

制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、 制充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、
じよくそう じよくそう

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ

提出加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支 提出加算及び薬剤総合評価調整加算並びに第２

援加算及び地域医療体制確保加算並びに第２章 章第８部精神科専門療法、第10部手術、第11部

第１部医学管理等の区分番号Ｂ０１５に掲げる 麻酔及び第12部放射線治療並びに除外薬剤・注

精神科退院時共同指導料２、第８部精神科専門 射薬に係る費用を除く。）は、精神科救急入院

療法、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射 料に含まれるものとする。

線治療並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除

く。）は、精神科救急入院料に含まれるものと

する。

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た病 ているものとして地方厚生局長等に届け出た病

棟に入院している患者については、入院した日 棟に入院している患者については、入院した日
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から起算して30日を限度として、看護職員夜間 から起算して30日を限度として、看護職員夜間

配置加算として、１日（別に厚生労働大臣が定 配置加算として、１日（別に厚生労働大臣が定

める日を除く。）につき65点を所定点数に加算 める日を除く。）につき55点を所定点数に加算

する。 する。

Ａ３１１－２ 精神科急性期治療病棟入院料（１日につき） Ａ３１１－２ 精神科急性期治療病棟入院料（１日につき）

１・２ （略） １・２ （略）

注１ （略） 注１ （略）

２ 診療に係る費用（注３及び注４に規定する加 ２ 診療に係る費用（注３及び注４に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加 算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加

算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補 算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補

助体制加算、地域加算、離島加算、精神科措置 助体制加算（精神科急性期治療病棟入院料１を

入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、 算定するものに限る。）、地域加算、離島加算

精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併 、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退

症管理加算、重度アルコール依存症入院医療管 院支援加算、精神科応急入院施設管理加算、精

理加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算 神科身体合併症管理加算、重度アルコール依存

、患者サポート体制充実加算、 褥 瘡ハイリス 症入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染
じよくそう

ク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携 防止対策加算、患者サポート体制充実加算、

紹介加算、データ提出加算、精神科急性期医師 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬
じよくそう

配置加算（精神科急性期治療病棟入院料１を算 送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精

定するものに限る。）、薬剤総合評価調整加算 神科急性期医師配置加算（精神科急性期治療病

並びに排尿自立支援加算並びに第２章第１部医 棟入院料１を算定するものに限る。）並びに薬

学管理等の区分番号Ｂ０１５に掲げる精神科退 剤総合評価調整加算並びに第２章第８部精神科

院時共同指導料２、第８部精神科専門療法、第 専門療法、第10部手術、第11部麻酔及び第12部

10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療並 放射線治療並びに除外薬剤・注射薬に係る費用

びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。）は を除く。）は、精神科急性期治療病棟入院料に

、精神科急性期治療病棟入院料に含まれるもの 含まれるものとする。

とする。

３・４ （略） ３・４ （略）

Ａ３１１－３ 精神科救急・合併症入院料（１日につき） Ａ３１１－３ 精神科救急・合併症入院料（１日につき）

１・２ （略） １・２ （略）

注１ （略） 注１ （略）



- 41 -

２ 診療に係る費用（注３から注５までに規定す ２ 診療に係る費用（注３から注５までに規定す

る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診 る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作 療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作

業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科 業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科

措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加 措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加

算、精神科応急入院施設管理加算、医療安全対 算、精神科応急入院施設管理加算、医療安全対

策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制 策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制

充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、精 充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、精
じよくそう じよくそう

神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提 神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提

出加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援 出加算並びに薬剤総合評価調整加算並びに第２

加算並びに地域医療体制確保加算並びに第２章 章第８部精神科専門療法、第10部手術、第11部

第１部医学管理等の区分番号Ｂ０１５に掲げる 麻酔及び第12部放射線治療並びに除外薬剤・注

精神科退院時共同指導料２、第８部精神科専門 射薬に係る費用を除く。）は、精神科救急・合

療法、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射 併症入院料に含まれるものとする。

線治療並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除

く。）は、精神科救急・合併症入院料に含まれ

るものとする。

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た病 ているものとして地方厚生局長等に届け出た病

棟に入院している患者については、入院した日 棟に入院している患者については、入院した日

から起算して30日を限度として、看護職員夜間 から起算して30日を限度として、看護職員夜間

配置加算として、１日（別に厚生労働大臣が定 配置加算として、１日（別に厚生労働大臣が定

める日を除く。）につき65点を所定点数に加算 める日を除く。）につき55点を所定点数に加算

する。 する。

Ａ３１１－４ 児童・思春期精神科入院医療管理料（１日につき Ａ３１１－４ 児童・思春期精神科入院医療管理料（１日につき

） （略） ） （略）

注１ （略） 注１ （略）

２ 診療に要する費用（第２節に規定する臨床研 ２ 診療に要する費用（第２節に規定する臨床研

修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加 修病院入院診療加算、地域加算、離島加算、強

算（50対１補助体制加算、75対１補助体制加算 度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医
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又は100対１補助体制加算に限る。）、地域加 療管理加算、医療安全対策加算、感染防止対策

算、離島加算、強度行動障害入院医療管理加算 加算、患者サポート体制充実加算、 褥 瘡ハイ
じよくそう

、摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加 リスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域

算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実 連携受入加算、データ提出加算及び薬剤総合評

加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、精神科 価調整加算並びに第２章第５部投薬、第６部注
じよくそう

救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加 射、第10部手術、第11部麻酔及び第13部第２節

算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加 病理診断・判断料の費用を除く。）は、児童・

算並びに第２章第５部投薬、第６部注射、第10 思春期精神科入院医療管理料に含まれるものと

部手術、第11部麻酔及び第13部第２節病理診断 する。

・判断料の費用を除く。）は、児童・思春期精

神科入院医療管理料に含まれるものとする。

Ａ３１２ 精神療養病棟入院料（１日につき） （略） Ａ３１２ 精神療養病棟入院料（１日につき） （略）

注１ （略） 注１ （略）

２ 診療に係る費用（注３から注６までに規定す ２ 診療に係る費用（注３から注６までに規定す

る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診 る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、医師事務作業補助体制加算（50対１補 療加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院

助体制加算、75対１補助体制加算又は100対１ 診療加算、精神科措置入院退院支援加算、精神

補助体制加算に限る。）、地域加算、離島加算 科地域移行実施加算、医療安全対策加算、感染

、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退 防止対策加算、患者サポート体制充実加算、精

院支援加算、精神科地域移行実施加算、医療安 神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提

全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート 出加算及び薬剤総合評価調整加算、第２章第８

体制充実加算、精神科救急搬送患者地域連携受 部精神科専門療法に係る費用並びに除外薬剤・

入加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加 注射薬に係る費用を除く。）は、精神療養病棟

算及び排尿自立支援加算、第２章第１部医学管 入院料に含まれるものとする。

理等の区分番号Ｂ０１５に掲げる精神科退院時

共同指導料２、第７部リハビリテーションの区

分番号Ｈ０００に掲げる心大血管疾患リハビリ

テーション料、区分番号Ｈ００１に掲げる脳血

管疾患等リハビリテーション料、区分番号Ｈ０

０１－２に掲げる廃用症候群リハビリテーショ

ン料、区分番号Ｈ００２に掲げる運動器リハビ
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リテーション料、区分番号Ｈ００３に掲げる呼

吸器リハビリテーション料、区分番号Ｈ００３

－２に掲げるリハビリテーション総合計画評価

料、第８部精神科専門療法並びに除外薬剤・注

射薬に係る費用を除く。）は、精神療養病棟入

院料に含まれるものとする。

３～７ （略） ３～７ （略）

Ａ３１３ （略） Ａ３１３ （略）

Ａ３１４ 認知症治療病棟入院料（１日につき） Ａ３１４ 認知症治療病棟入院料（１日につき）

１・２ （略） １・２ （略）

注１～３ （略） 注１～３ （略）

４ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加 ４ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加 算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加

算、医師事務作業補助体制加算（50対１補助体 算、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療

制加算、75対１補助体制加算又は100対１補助 加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科身

体制加算に限る。）、地域加算、離島加算、精 体合併症管理加算、医療安全対策加算、感染防

神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支 止対策加算、患者サポート体制充実加算、精神

援加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全 科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出

対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体 加算並びに薬剤総合評価調整加算、区分番号Ｈ

制充実加算、精神科救急搬送患者地域連携受入 ００３―２に掲げるリハビリテーション総合計

加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算 画評価料（１に限る。）、区分番号Ｈ００４に

並びに排尿自立支援加算、第２章第１部医学管 掲げる摂食機能療法、区分番号Ｈ００７―３に

理等の区分番号Ｂ０１５に掲げる精神科退院時 掲げる認知症患者リハビリテーション料、第２

共同指導料２、第７部リハビリテーションの区 章第８部精神科専門療法に係る費用、区分番号

分番号Ｈ００３―２に掲げるリハビリテーショ Ｊ０３８に掲げる人工腎臓（入院した日から起

ン総合計画評価料（１に限る。）、区分番号Ｈ 算して60日以内の期間に限る。）、区分番号Ｊ

００４に掲げる摂食機能療法、区分番号Ｈ００ ４００に掲げる特定保険医療材料（入院した日

７―３に掲げる認知症患者リハビリテーション から起算して60日以内の期間における区分番号

料、第８部精神科専門療法、第９部処置の区分 Ｊ０３８に掲げる人工腎臓に係るものに限る。

番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓（入院した日か ）並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。

ら起算して60日以内の期間に限る。）、区分番 ）は、認知症治療病棟入院料に含まれるものと
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号Ｊ４００に掲げる特定保険医療材料（入院し する。

た日から起算して60日以内の期間における区分

番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓に係るものに限

る。）並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除

く。）は、認知症治療病棟入院料に含まれるも

のとする。

Ａ３１５・Ａ３１６ （略） Ａ３１５・Ａ３１６ （略）

Ａ３１７ 特定一般病棟入院料（１日につき） Ａ３１７ 特定一般病棟入院料（１日につき）

１・２ （略） １・２ （略）

注１～５ （略） 注１～５ （略）

６ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲げ ６ 当該病棟においては、第２節の各区分に掲げ

る入院基本料等加算のうち、総合入院体制加算 る入院基本料等加算のうち、総合入院体制加算

、臨床研修病院入院診療加算、救急医療管理加 、臨床研修病院入院診療加算、救急医療管理加

算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院 算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院

加算、在宅患者緊急入院診療加算、診療録管理 加算、在宅患者緊急入院診療加算、診療録管理

体制加算、医師事務作業補助体制加算、乳幼児 体制加算、医師事務作業補助体制加算、乳幼児

加算・幼児加算、難病等特別入院診療加算、超 加算・幼児加算、難病等特別入院診療加算、超

重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者） 重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）

入院診療加算、看護配置加算、看護補助加算、 入院診療加算、看護配置加算、看護補助加算、

地域加算、離島加算、療養環境加算、ＨＩＶ感 地域加算、離島加算、療養環境加算、ＨＩＶ感

染者療養環境特別加算、二類感染症患者療養環 染者療養環境特別加算、二類感染症患者療養環

境特別加算、重症者等療養環境特別加算、小児 境特別加算、重症者等療養環境特別加算、小児

療養環境特別加算、無菌治療室管理加算、放射 療養環境特別加算、無菌治療室管理加算、放射

線治療病室管理加算、緩和ケア診療加算、精神 線治療病室管理加算、緩和ケア診療加算、精神

科リエゾンチーム加算、強度行動障害入院医療 科リエゾンチーム加算、強度行動障害入院医療

管理加算、重度アルコール依存症入院医療管理 管理加算、重度アルコール依存症入院医療管理

加算、摂食障害入院医療管理加算、がん拠点病 加算、摂食障害入院医療管理加算、がん拠点病

院加算、栄養サポートチーム加算、医療安全対 院加算、栄養サポートチーム加算、医療安全対

策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制 策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制

充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、ハ 充実加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、ハ
じよくそう じよくそう

イリスク妊娠管理加算、ハイリスク分娩管理加 イリスク妊娠管理加算、ハイリスク分娩管理加
べん べん
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算、呼吸ケアチーム加算、後発医薬品使用体制 算、総合評価加算、呼吸ケアチーム加算、後発

加算、データ提出加算、入退院支援加算（１の 医薬品使用体制加算、データ提出加算、入退院

イ、２のイ及び３に限る。）、認知症ケア加算 支援加算（１のイ、２のイ及び３に限る。）、

、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診 認知症ケア加算、精神疾患診療体制加算及び薬

療体制加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自 剤総合評価調整加算について、同節に規定する

立支援加算について、同節に規定する算定要件 算定要件を満たす場合に算定できる。

を満たす場合に算定できる。

７～９ （略） ７～９ （略）

Ａ３１８ 地域移行機能強化病棟入院料（１日につき） Ａ３１８ 地域移行機能強化病棟入院料（１日につき）

（略） （略）

注１～３ （略） 注１～３ （略）

４ 診療に係る費用（注２及び注３本文に規定す ４ 診療に係る費用（注２及び注３本文に規定す

る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診 る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、医師事務作業補助体制加算（50対１補 療加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院

助体制加算、75対１補助体制加算又は100対１ 診療加算、精神科措置入院退院支援加算、医療

補助体制加算に限る。）、地域加算、離島加算 安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポー

、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退 ト体制充実加算、データ提出加算並びに薬剤総

院支援加算、医療安全対策加算、感染防止対策 合評価調整加算、第２章第８部精神科専門療法

加算、患者サポート体制充実加算、データ提出 （区分番号Ｉ０１１に掲げる精神科退院指導料

加算、薬剤総合評価調整加算並びに排尿自立支 及び区分番号Ｉ０１１－２に掲げる精神科退院

援加算、第２章第１部医学管理等の区分番号Ｂ 前訪問指導料を除く。）に係る費用並びに除外

０１５に掲げる精神科退院時共同指導料２、第 薬剤・注射薬に係る費用を除く。）は、地域移

８部精神科専門療法（区分番号Ｉ０１１に掲げ 行機能強化病棟入院料に含まれるものとする。

る精神科退院指導料及び区分番号Ｉ０１１－２

に掲げる精神科退院前訪問指導料を除く。）並

びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。）は

、地域移行機能強化病棟入院料に含まれるもの

とする。

第４節 短期滞在手術等基本料 第４節 短期滞在手術等基本料

区分 区分

Ａ４００ 短期滞在手術等基本料 Ａ４００ 短期滞在手術等基本料


